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規約改正 対照表 
現行規約 改正案規約 備考 

附 則 

この規約は、平成 ３年５月２７日から施行する。 

この規約は、平成１２年４月１３日から施行する。 

この規約は、平成１３年６月１４日から施行する。 

この規約は、平成１６年６月１１日から施行する。 

この規約は、平成２１年６月１１日から施行する。 

この規約は、平成２３年６月２３日から施行する。 

この規約は、平成３０年１月２９日から施行する。 

この規約は、平成３０年５月３１日から施行する。 

この規約は、令和元年 5月 29日から施行する。 

この規約は、令和２年５月 28日から施行する。 

この規約は、令和３年６月 8日から施行する。 

この規約は、令和４年３月２５日から施行する。 

 

附 則 

この規約は、平成 ３年５月２７日から施行する。 

この規約は、平成１２年４月１３日から施行する。 

この規約は、平成１３年６月１４日から施行する。 

この規約は、平成１６年６月１１日から施行する。 

この規約は、平成２１年６月１１日から施行する。 

この規約は、平成２３年６月２３日から施行する。 

この規約は、平成３０年１月２９日から施行する。 

この規約は、平成３０年５月３１日から施行する。 

この規約は、令和元年 5月 29日から施行する。 

この規約は、令和２年５月 28日から施行する。 

この規約は、令和３年６月 8日から施行する。 

この規約は、令和４年３月２５日から施行する。 

この規約は、令和４年〇月〇〇日から施行する。 
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現行規約 改正案規約 備考 
別表１（第７条関係） 

 
（占用事業者） 
大阪広域水道企業団南部水道事業所長 
関西電力送配電株式会社 大阪支社 東大阪地域統括長 
大阪ガス株式会社 ネットワークカンパニー 南部導管部長 
河内長野ガス株式会社 導管事業部維持保安担当課長 
西日本電信電話株式会社大阪支店 設備部災害対策室長 

 
 
別表２（第８条関係） 

大阪府南河内地域防災担当参事 兼 
 大阪府富田林土木事務所 地域支援・企画課長 

大阪府富田林土木事務所 建設課長 
大阪府富田林土木事務所 松原建設事業所 建設課長 
大阪府中河内地域防災担当参事 兼 

 大阪府八尾土木事務所 地域支援・企画課長 
大阪府八尾土木事務所 建設課長 
大阪府都市整備部事業管理室 事業企画課 参事 
大阪府都市整備部河川室 河川整備課 参事 
大阪府下水道室 事業課長 
大阪府建築部建築指導室 建築企画課長 
大阪府危機管理室防災企画課参事 
大阪都市計画局計画推進室 計画調整課 参事 
大阪府南部流域下水道事務所 建設課長 
大阪府南河内農と緑の総合事務所 地域政策室 室長 

 

別表１（第７条関係） 

 
（占用事業者） 
大阪広域水道企業団南部水道事業所長 
関西電力送配電株式会社 大阪支社 東大阪地域統括長 
大阪ガスネットワーク株式会社 南部事業部長 
河内長野ガス株式会社 導管事業部維持保安担当課長 
西日本電信電話株式会社関西支店 設備部災害対策室長 

 
 
別表２（第８条関係） 

大阪府南河内地域防災担当参事 兼 
 大阪府富田林土木事務所 地域支援・企画課長 

大阪府富田林土木事務所 建設課長 
大阪府富田林土木事務所 松原建設事業所 建設課長 
大阪府中河内地域防災担当参事 兼 

 大阪府八尾土木事務所 地域支援・企画課長 
大阪府八尾土木事務所 建設課長 
大阪府都市整備部事業調整室 都市防災課 参事 
大阪府都市整備部河川室 河川整備課 参事 
大阪府下水道室 事業課長 
大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室 審査指導課長 
大阪府危機管理室防災企画課参事 
大阪都市計画局計画推進室 計画調整課 参事 
大阪府南部流域下水道事務所 建設課長 
大阪府南河内農と緑の総合事務所 地域政策室 室長 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


